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市民相談（２月〜３月）
相 談 名 相 談 日 時 な ど 会　場 問 い 合 わ せ

行 政 ２月15日㈭・３月21日㈭
午後１時〜４時 市役所１階 市民相談室

   　　 

法 律

２月７日㈬・14日㈬・28日㈬
午後１時〜４時
◎３月の相談日

弁護士に
よる相談

３月６日㈬・13日㈬・28日㈭ 
午後１時〜４時   定員＝各日６名（先着順)
※28日の会場は、アスピアこだま１階相談室

司法書士に
よる相談

３月19日㈫・27日㈬
午後１時〜４時   定員＝各日６名（先着順)

労 働 法 律 ２月21日㈬　午後１時〜４時　定員＝６名（先着順） 
相談員＝弁護士

不 動 産 ２月９日㈮・３月８日㈮　午後１時〜４時
相談員＝宅地建物取引士

年金・労働 ２月８日㈭　午後１時〜４時
相談員＝社会保険労務士

税 務 ２月13日㈫・３月12日㈫　午後１時〜４時
相談員＝税理士

消 費 生 活
毎週月・水・木・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分 市役所４階 商工観光課 商工観光課☎25-１１７５
毎週火・金曜日（休日を除く）
午前９時30分〜正午、午後１時〜３時30分

上里町役場２階
　　　　　産業振興課

上里町役場産業振興課
  　　　　　☎35-１２３２

人 権
２月27日㈫・３月26日㈫　午後１時〜４時 市役所１階市民相談室 市民活動推進課

☎25-１１１８２月13日㈫・３月12日㈫　午後１時〜４時 アスピアこだま２階
会議室Ｂ

ＤＶ・女性 毎週月〜金曜日（休日を除く）午前８時30分〜午後５
時15分

市役所３階
市民活動推進課

市民活動推進課
☎25-１１４４☎25-１１１８

家 庭 児 童 毎週月〜金曜日（休日を除く) 午前９時〜午後４時 市役所２階  子育て支援課 子育て支援課 ☎25-１１２９
（家庭児童相談室）

教 育
（不登校等）毎週月〜金曜日（休日を除く) 午前９時30分〜午後２時45分 ふれあい教室（早稲田大学 

本庄キャンパス90-3号館)
教育支援センター

☎080-8474-2091
教 育

（いじめ等）
毎週水曜日（休日を除く）電話相談：午後１時30分〜５時
※面談による相談は、電話相談の時間内に事前予約受付 はにぽんプラザ 子どもの心の相談員

☎080-8494-1609
ひきこもり
相 談 毎週月曜日（休日を除く）午前９時〜午後５時 市役所１階生活支援課 生活支援課

　　　　　☎25-１１９７

心 配 ご と

２月26日㈪・３月11日㈪・25日㈪
午後１時〜４時（受付は午後３時30分まで）
※相談時間中のご連絡は、☎21-８９７６へ

はにぽんプラザ２階
　　　　　　活動室Ｃ

本庄市社会福祉協議会
                 ☎24-２７５５

２月５日㈪・３月４日㈪
午後１時〜４時（受付は午後３時30分まで）

アスピアこだま１階
　　　　　　　会議室

本庄市社会福祉協議会児玉支所
                 ☎73-１２３７

成 年 後 見

成年後見相談員、アドバイザー（弁護士・司法書士）による相談
２月13日㈫・27日㈫・３月12日㈫・26日㈫　午後１時〜４時 
※前月初日（休日を除く）から先着順で当日午後２時
まで受付（受付開始日は電話予約のみ）

はにぽんプラザ２階
　　　　　　活動室Ｃ 本庄市成年後見サポートセンター

本庄市社会福祉協議会
☎24-２７５５

成年後見サポートセンター職員による相談（電話・面談）
毎週月〜金曜日(休日を除く)　午前８時30分〜午後５時15分

はにぽんプラザ２階
本庄市社会福祉協議会

高 齢 者
相 談

休日を除く月〜金曜日　午前８時30分〜午後５時15分
※各地域包括支援センターが担当する地域は、おおむ
ね中学校区域

本庄西地域包括支援センター　本庄市社会福祉協議会
（銀座１- １- １）　                          ☎22- ７０８８
本庄東地域包括支援センター　安誠園

（本庄３-１-21）　                          ☎22-６２６２
本庄南地域包括支援センター　シャローム　

（今井 1251-1）　　　　　               ☎23- ９５８０
児玉地域包括支援センター

（児玉町金屋 1302-1）　                  ☎73- １５４５
若者就労相談
(15歳～49歳)

毎週月〜金曜日、第４土曜日（休日を除く）
午前９時〜午後５時に事前予約

深谷若者サポートステーション（深谷市西島４-２-61
ウェストビル２階）　　　　　　  ☎048-577-4727

・各種相談は予約制
・ ３月の相談予約は、２月20日㈫から受付開始し

ます（先着順。受付開始日は電話予約のみ）。
・ 同月に同じ相談を複数申し込みすることはで

きません。
各種相談日　※休日のときは変更となります。
●行政相談　毎月第３木曜日
●法律相談　・弁 護 士　毎月第１・２水曜日
　　　　　　※奇数月第４木曜日（児玉会場）
　　　　　　・司法書士　毎月第３・４水曜日 
　　　　　　　（労働法律相談のある月は第４水曜日のみ）
●労働法律相談（弁護士）　５・８・11・２月の第３水曜日
●不動産相談　毎月第２金曜日
●年金・労働相談　偶数月第２木曜日
●税務相談　毎月第２火曜日

　　　☎25-１１１３市民課☎25-１１１２

※埼玉県では無料の県民相談を実施しています。詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
相談名：弁護士・司法書士による法律相談、県職員による電話・面談相談、県職員によるインターネット県民相談　など

相談は無料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。
市役所受付時間：午前８時30分〜午後５時15分

★１１９番は緊急時（火災やけが人など）の受付専門電話番
号です。医療機関の情報は、児玉郡市広域消防本部指令課☎
24- １１１９でご案内します。診療科目によっては県外や本
庄市・児玉郡以外の病院をご案内する場合もあります。

▶本庄市児玉郡医師会立本庄市休日急患診療所
　☎ 23- ３３２２

　本庄市保健センター内で、内科系の比較的症状が軽く、入院の
必要がない方の診療を行います。
※診療以外に関する問い合わせ・電話相談はご遠慮ください。

▼診療日と受付時間
　◆ 日曜・休日・年末年始（12/30 〜１/ ３） 

①午前９時〜正午、②午後１時〜４時、③午後７時〜９時 45 分
 ※①②では発熱外来を行っていますが、時間内で診察できる
人数には限りがあります。

　◆平日木曜日夜間　午後８時〜９時 45 分

▼用意　健康保険証

▶在宅当番医療機関　▶診療時間   午前９時～正午

２月４日㈰ 中沢皮膚科 東台２丁目 ☎ 22- １１１２
２月11日㈷ 中村外科医院 日の出３丁目 ☎ 21- ６２１１
２月12日㉁ 西澤整形外科 上里町七本木 ☎ 33- ０６００
２月18日㈰ 服部クリニック 東台４丁目 ☎ 24- ４６７１
２月23日㈷ 春山眼科医院 けや木１丁目 ☎ 21- ２１６０
２月25日㈰ ヒグチクリニック 栗崎 ☎ 25- ５３００
３月３日㈰ 本庄脳神経外科・脊椎外科 早稲田の杜５丁目 ☎ 23- ９１５６
３月10日㈰ 松本産婦人科医院 千代田１丁目 ☎ 24- ３３７７

▶困ったときは電話相談（24 時間・年中無休受付）
ほんじょう健康相談ダイヤル 24（相談料・通話料無料）
☎ 0120-122-885
健康・医療・出産・育児・介護などの相談、医療機関情報の提供
を行います。（市内在住者が対象）

埼玉県救急電話相談（通話料利用者負担）
☎＃ 7119
救急医療相談に看護師が対応します。健康相談・育児相談には対
応しません。（大人・小児共通）
※ IP 電話、ひかり電話、ダイヤル回線からは☎ 048-824-4199
下記の電話番号からも救急電話相談が利用できます。
○小児救急電話相談　#8000 または☎ 048-833-7911

埼玉県新型コロナウイルス感染症総合相談センター
☎ 0570-783-770　

050-8887-9553
※新型コロナウイルス感染症に関する受診についての相談を受け
付けています。なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の
位置付けが５類に移行したため、一般的な相談には対応していま
せん。

休日・夜間の急病のときは…

※受診の際は、事前の電話連絡をお願いします。

胃がん検診について 本庄市児玉郡医師会広報部

　本庄市児玉郡医師会では、胃がん検診はＡＢＣ検診及び
胃バリウム検査の併用で行っています。
　ＡＢＣ検診は、ピロリ菌抗体価とペプシノーゲン検査の
数値でＡ群からＤ群に分類し、Ａ群は胃がん発生確率が極
めて低く、Ｄ群では胃がんの危険性が高まります。また、
ピロリ菌の除菌が済んだ方はＥ群に分類されます。ただし、
ピロリ菌がいなくなっても粘膜の炎症は残ります。したが
ってＥ群の方はできれば毎年胃カメラ検査が推奨されます。
　ここ３年間はコロナ禍のため、検診受診率は低下してい
て、がんの発見率も低下しています。ＡＢＣ検診を行うこ
とでピロリ菌の除菌が進んだため、胃がんの件数は低下し
ていますが、発生件数が０になったわけではありません。
特に本庄市児玉郡の検診受診率は、埼玉県全体の受診率と
比べても低くなっています。
　胃がんは早期発見できれば治る病気です。積極的に検診
を受診されることが大事です。もし、バリウム検査や胃カ
メラ検査が不安な方はＡＢＣ検診をまず受診されれば、少
し採血するだけの簡単な検査ですから不安も少ないと思い
ます。結果Ｂ群、C 群、D 群に分類されれば、かかりつ

け医に相談していただいて、精査を考えていただければ良
いと思われます。
　また、来年度からは胃カメラによる検診が追加され、選
択肢が広がります。すでにＡ群に分類されている方や除菌
が済んでＥ群に分類されている方でも前に述べたように胃
がんが発生しないわけではありません。胃カメラによる検
診はこのような方たちにも有用な検診方法だと思います。
また、初めてでも胃カメラ検診を受診してもよいわけです。
　いずれにしても来年度から選択肢が広がります。自分に
合った検診方法を選択していただいて、受診してください。
受診率を上げることにより、早期にがんを発見できる件数
が増え、全体の死亡率も下げることができます。
　他にも、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、前立
腺がん検診も行われています。コロナ禍もようやく落ち着
いてきたところです。これからはがんで命を落とすような
ことがないように、がん検診を積極的に受診していただけ
れば幸いです。

健康ガイド
みんな

の

医療メモ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


